
お知らせお知らせ

　 和５年12月採用予定の社会福祉法人坂町社会福祉協議会職員の採用試験を次のとおり行
います。

■職種・受験資格等
職種 採用予定数 受験資格

福祉事務 １名 昭和62年４月２日～平成11年４月１日までに生まれた方
（ 和５年４月１日現在で、24歳～35歳）

【学 力 等】高等学校卒業程度以上の学力を有する方（学歴は問いません）
【住所要件】坂町に居住している方もしくは、採用後は坂町に居住できる方

■試験日・試験会場
区　分 試験区分及び科目 試験日 試験場所
１次試験 作文試験 ９月24日（日） 坂町社会福祉協議会

（坂町平成ヶ浜一丁目３番19号）２次試験 面接試験 10月中旬（予定）

■受験申込方法
区　　分 内　　容

申込締切日 ９月８日（金）
郵送分については９月８日（金）の消印分まで有効

申込書の配布・
提出場所

社会福祉法人坂町社会福祉協議会　事務局　
８時30分～17時30分（土日、祝日を除く）

申込書の郵送に
よる請求方法

封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きしてください。
返信用封筒（角形２号）にあて先を明記し、120円切手を貼り同封してく
ださい。※坂町社会福祉協議会ホームページからダウンロードできます。

■合格者の採用及び給与
（１）この試験に基づく合格者の採用は、原則として 和５年12月とします。
（２）  給与は、広島県社会福祉協議会行政職に準じて支給します。初任給は年 ・経験により

異なります。
※その他扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が支給されます。

問合せ　社会福祉法人坂町社会福祉協議会　事務局
　　　　〒731-4312　広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目３番19号　☎885－2611

坂町社会福祉協議会職員採用試験について

　主枝 幸子氏（小屋浦三
丁目）が、６月29日付け
で、坂町社会福祉協議会会
長に就任されました。

坂町社会福祉協議会
会長の就任について

▲主枝氏

と　き　８月23日（水）11時ごろ

全国瞬時警報システム（ジェイ・
アラート）を使用した全国一斉
情報伝達試験を実施します

　土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅から安全な場所の住宅へ移転するため、既存
住宅の除却費や移転先住宅の建設費または購入費（借入金利子相当額）を補助する制度です。
申請
期限

11月30日（木）まで
※申請総額が予算額を超過する場合は申請締切前でも募集を終了します。

対象
住宅

町内の災害危険区域、がけ条例適用区域（※１）、土砂災害特別警戒区域（※２）のい
ずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅（既存不適格住宅）
※１ 住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。詳しくは役場都市計
画課にご確認ください。

※２ 土砂災害特別警戒区域は、広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」
で確認できます。

補助
内容

区　分 補助対象費用の内容 補助限度額（一戸当たり）
補助対象住宅の除却費等 危険住宅の除却等に要する費用 975,000円

移転先住宅の建設費また
は購入費（借入金利子相
当額）

移転先住宅の建設または購入を
するための借入金の利子（年利
率8.5％を限度とする。）に相
当する額

7,318,000円
・建　　物：4,650,000円
・土　　地：2,060,000円
・敷地造成：　608,000円

その他
○あらかじめ役場都市計画課と協議を行い、申請に係る必要事項等を確認してください。
○ 補助金の交付の決定前に、既存住宅の除却や移転先住宅の建設・購入の契約をしな
いでください。（先に契約されたものは、補助の対象外となります。）

　詳しくは、坂町ホームページをご覧ください。
問合せ　役場都市計画課　☎820－1513

がけ地等危険住宅移転事業補助金

　地震時の住宅の倒壊等を防ぎ、安全な建築物の整備を促進するため、町民の皆さんが自ら
行う、木造住宅の耐震診断費用の一部を補助する木造住宅耐震補助制度です。
申請
期限

11月30日（木）まで
※申請総額が予算額を超過する場合は申請締切前でも募集を終了します。

補助
金額

耐震診断に要する経費の３分の２以内の額（上限２万円）
耐震診断前に、町への補助金交付申請が必要となります。

対象
住宅

昭和56年５月31日以前に建てられた木造２階建て以下の住宅で、現在、居住されて
いるもの。木造在来軸組構法に限ります。（ツーバイフォー工法、プレハブ工法は対象外）

対象者 坂町在住の補助対象建築物の所有者または、補助対象建築物にお住まいの方。（町税等の滞納がある方は対象外）

耐震
診断

財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般
診断法」に基づいて実施する耐震診断（※）です。
※坂町に登録した木造住宅耐震診断資格者が実施するものに限ります。

　詳しくは、坂町ホームページをご覧ください。
問合せ　役場都市計画課　☎820－1513

木造住宅耐震診断補助制度
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